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令和６年第１回登米市教育委員会 

１月定例会議議事日程 

                                   日  時  令和６年１月26日（金）午後１時30分 

場  所  登米市役所 中田庁舎１階 101会議室 

１ 出席点呼 

 

２ 開会宣言 （開会 午後  時  分） 

 

３ 前回までの教育委員会会議録の承認 

 

４ 教育委員会会議録署名委員の指名 

 

５ 教育長報告 

日程第１（報告第１号） 教育長の一般事務報告について 

 

６ 議   事 

日程第２（議案第１号） 登米市立図書館協議会委員の任命について 

日程第３（議案第２号） 教育に関する事件の議案に係る意見の聴取について 

（登米市東和コミュニティセンター条例を廃止する条例

について） 

日程第４（議案第３号） 教育に関する事件の議案に係る意見の聴取について 

（登米市農村環境改善センター条例の一部を改正する条

例について） 

日程第５（議案第４号） 教育に関する事件の議案に係る意見の聴取について 

（登米市体育施設条例の一部を改正する条例について） 

日程第６（議案第５号） 令和６年度登米市教育基本方針について 

 

７ 次回教育委員会定例会議開催日時 

  令和６年２月  日（ ）（午   時  分） 

 

８ 閉会宣言 （閉会 午後   時  分） 

 

９ その他 

（１）12月生徒指導状況について 

（２）令和５年度第２回ｈｙｐｅｒ－ＱＵの結果について 

（３）卒業式、修了式の日程について 

（４）教職員の異動に伴う行事について 

（５）その他 

 

10 散  会 （散会 午後   時  分）
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報告第１号 

 

教育長の一般事務報告について 

 

 登米市教育委員会会議規則（平成17年教育委員会規則第３号）第23条の規定により、

定例会議に報告すべき一般事務報告を別紙のとおり報告する。 

 

 

令和６年１月26日提出 

 

登米市教育委員会 

教育長 小野寺 文晃 
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議案第１号 

 

登米市立図書館協議会委員の任命について 

 

登米市立図書館協議会条例（平成 17 年登米市条例第 85 号）第２条第２項並びに第

３条第２項の規定により、登米市立図書館協議会委員を下記のとおり任命するものと

する。 

 

令和６年１月26日提出 

 

登米市教育委員会 

教育長 小野寺 文晃 

 

記 

 

任期：令和６年２月１日～令和７年５月 31日 

№ 氏  名 構 成 区 分 住 所 

１ 大
おお

 内
うち

 純
じゅん

 子
こ

 
学校教育及び社会教育の

関係者 

登米市 
南方町 
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議案第２号 

 

教育に関する事件の議案に係る意見の聴取について（登米市東和コミュニティ

センター条例を廃止する条例について） 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 29条の規

定により、登米市長から意見を求められた別添について、「異議ない」旨回答する。 

 

令和６年１月26日提出 

 

登米市教育委員会 

教育長 小野寺 文晃 
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議案第３号 

 

教育に関する事件の議案に係る意見の聴取について（登米市農村環境改善セン

ター条例の一部を改正する条例について） 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 29条の規

定により、登米市長から意見を求められた別添について、「異議ない」旨回答する。 

 

令和６年１月26日提出 

 

登米市教育委員会 

教育長 小野寺 文晃 
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議案第４号 

 

教育に関する事件の議案に係る意見の聴取について（登米市体育施設条例の一

部を改正する条例について） 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 29条の規

定により、登米市長から意見を求められた別添について、「異議ない」旨回答する。 

 

令和６年１月26日提出 

 

登米市教育委員会 

教育長 小野寺 文晃 
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議案第５号 

 

令和６年度登米市教育基本方針について 

 

登米市教育長に対する事務委任規則（平成17年登米市教育委員会規則第６号）第２

条第１項第１号の規定により議決を求める。 

 

 

令和６年１月26日提出 

 

登米市教育委員会 

教育長 小野寺 文晃 


